
 

瀬戸市下水道条例の一部を改正する条例をここに公布する。  

令和６年６月２８日  

瀬戸市長  川 本 雅 之  

瀬戸市条例第２４号 

瀬戸市下水道条例の一部を改正する条例  

瀬戸市下水道条例（昭和４５年瀬戸市条例第７号）の一部を次のように

改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。

改正後 改正前 

（使用料の額） 

第１３条 使用料の額は、使用者が排除した汚水

の量（以下「排除汚水量」という。）に応じ、

次の表に定めるところにより算出した基本使用

料（以下「基本使用料」という。）の額及び従

量使用料の額にそれぞれ１００分の１１０を乗

じて得た額（１円未満の端数があるときは、こ

れを切り捨てる。）を合算した額とする。 

（使用料の額） 

第１３条 使用料の額は、使用者が排除した汚水

の量（以下「排除汚水量」という。）に応じ、

次の表に定めるところにより算出した基本使用

料と超過使用料の額にそれぞれ１００分の１１

０を乗じて得た額（１円未満の端数があるとき

は、これを切り捨てる。）を合算した額とする

。 

排除汚水

の種別 

 

基本使用料 

（１月につき） 

従量使用料 

（１月につき） 

 

金額 従量排除汚水

量 

 

金額（

１立方

メート

ルにつ

き） 

一般用 円 

 

７５０ 

立方メートル 

 

４まで 

円 

 

２０ 

４を超え１０

まで 

５０ 

排除汚水

の種別 

 

基本使用料 

（１月につき） 

超過使用料 

（１立方メートルに

つき） 

基本排

除汚水

量 

 

 

金額 超過排除汚水

量 

金額 

 

一般用 立方メ

ートル 

１０ 

円 

 

７５０ 

立方メートル 

 

 

 

 

円 

 

 

 

 



 

１０を超え２

０まで 

１１０ 

２０を超え５

０まで 

１２０ 

５０を超え１

００まで 

１３０ 

１００を超え

るもの 

１３５ 

公衆浴場

用 

４５０ ― ６０ 

 

１０まで ８５ 

１０を超え４

０まで 

９５ 

４０を超え９

０まで 

１０５ 

   ９０を超える

もの 

１１０ 

公衆浴場

用 

１０ ４５０ ― ５０ 

 

（特殊営業の排除汚水量の認定等） （特殊営業の排除汚水量の認定等） 

第１５条 ＜省略＞ 第１５条 ＜省略＞ 

（月の中途における使用料の算定） 

第１５条の２ 月の中途において、下水道の使用

を開始し、若しくは廃止し、又は中止したとき

の使用料は、次のとおりとする。 

 ⑴ 使用日数が１６日以上のときは、１月分と

して算定する。 

 ⑵ 使用日数が１５日以下のときは、第１３条

の表の適用については、基本使用料はその２

分の１とし、従量使用料は同表従量排除汚水

量の欄中「４」を「２」とし、「１０」を

「５」とし、「２０」を「１０」とし、「５

０」を「２５」とし、「１００」を「５０」

として算定する。 

２ 月の中途において、一般用又は公衆浴場用の

種別に変更があった場合は、その使用日数の多

い料率を適用して算定する。ただし、その使用

日数が等しいときは、変更後の料率を適用す

る。 

 

  

附 則 

（施行期日）  

１ この条例は、令和６年１２月１日（以下「施行日」という。）から施



 

行する。  

（経過措置）  

２ 改正後の瀬戸市下水道条例第１３条の規定にかかわらず、この条例の

施行日前から継続して使用している公共下水道で、同日前までの排除汚

水量に係る使用料が含まれる場合については、なお従前の例による。  

 

 


